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公   示 

 

 

 

 農産物検査法（昭和 26 年法律第 144 号）第 17 条第２項の規定に基づき、

別紙のとおり地域登録検査機関を登録したので、同条第６項の規定に基づき

公示する。 
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品位等検査

国内産玄米

K082025005

登録検査機関の新規登録

　農産物検査員が農産物検査を行う農産物の種類が飼料用もみ又は飼料用玄米のみに限られる場合は、それぞれもみ(飼料用もみ)又は玄米(飼料用玄米)と記載する。
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